
(地目:田、金額:円/10a) 
 
 

 
農業委員会は、過去１年間の農地賃借料のデータを元に平均額を計算し、賃貸借契約の賃借料の 

目安として、皆様に情報提供することと農地法で定められています。 

この情報は、あくまでも参考値としてお知らせするものであり、賃借料については、米価の推移
や生産費、ほ場の条件などを考慮し、貸し手・借り手の十分な話し合いにより、賃借料を定めてく
ださい。 
 

 
問 農業委員会事務局        ☎(24)5273 
  熱塩加納総合支所産業建設課   ☎(36)2115  塩川総合支所産業建設課 ☎(27)2401 

山都総合支所産業建設課     ☎(38)3835  高郷総合支所産業建設課 ☎0241(44)2114 

地 域 地 域 の 範 囲 平均額 最高額 最低額 データ数 

Ａ 塩川 旧県道北山会津若松線、市道江添⾧峰線
および駒形堰で境界される以西地域 15,900 20,000 9,000 368 筆 

Ｂ 

喜多方 平坦地域 

14,600 19,000 8,000 1,197 筆 塩川 
旧県道北山会津若松線、市道江添⾧峰線、
駒形堰、市道東常世向原線、国営雄国開
発事業実施地域で境界される地域 

Ｃ 

喜多方 赤崎林、後生免の一部 

10,000 16,700 5,000 638 筆 

熱塩加納 

五目、蕀原、上根岸、下根岸、下谷地、鷲
田、半在家、岩尾、八反田の一部、田中の
一部、中川原の一部、上野、上針生の一
部、下針生、金屋、栗生沢、宇津野の一
部、赤崎、赤崎林、御林 

山都 三津合 

高郷 
大田賀、西羽賀、夏井、川井、永農、西
黄、吹荻、小ケ峯の地域の区画整理が実
施された田 

Ｄ 

喜多方 

大沢入、⾧窪、二軒在家、治里、中山、後
生免の一部、打入、入柴、舘、道地、隠里
の一部、小沼沢(沼平、滝ノ沢を除く)県道
北山会津若松線以東、県道喜多方河東線
以西地域および小田高原地域 

8,500 14,500 5,000 177 筆 熱塩加納 野辺沢、日中下、中志田、日中々、黒川、
熱塩の一部 

山都 山都(大字のつかない地域)、木幡、小舟寺 

高郷 
塩坪、西谷地、池ノ原、漆窪、大谷、地
割、三方、本村、小土山、揚津(小ケ峯を
除く) 

Ｅ 

喜多方 Ｂ地区、Ｃ地区、Ｄ地区以外、未整備田 

5,300 8,000 3,000 59 筆 熱塩加納 

八反田の一部、田中の一部、中川原の一
部、上針生の一部、新村、日中上、上明
戸、水沢、山岩尾、与内畑、五枚沢、板ノ
沢、大平、黒岩、三ノ倉、赤沢、衛門小
屋、熱塩の一部、宇津野の一部 

塩川 Ａ地区、Ｂ地区以外の東部地区 
山都 一川、相川、朝倉、蓬莱、一ノ木、早稲谷 
高郷 Ｃ地区、Ｄ地区以外 

※地域の実情に即した情報提供のため、著しく低額あるいは高額なものは除いてあります。 
※データは令和６年 11 月から令和７年 10 月までに農地中間管理事業等の賃借料により算定したものです。  

2,439 筆 


